
総合ケアセンター 平成30年4月1日～

使用料

＞　各1時間あたり額

＞　電気料は室料に含む、暖房料は11月～4月利用時のみ加算

＞　町外者は1.5倍、営利目的の町内者は2倍、営利目的の町外者は3倍

500円

150円

ボランティア室

室料 150円

暖房料 100円

静養室

レクリエーションルーム 小会議室

室料

暖房料 50円

100円

暖房料 50円

室料 100円

室料

暖房料



健康管理センター 平成30年4月1日～

使用料

＞　各1時間あたり額

＞　電気料は室料に含む、暖房料は11月～4月利用時のみ加算

＞　町外者は1.5倍、営利目的の町内者は2倍、営利目的の町外者は3倍

室料 100円

暖房料 50円

検診室

室料

暖房料

600円

200円

研修室

栄養指導室

室料 150円

暖房料 100円



ふれあい交流館 平成30年4月1日～

使用料

＞　各1時間あたり額

＞　電気料は室料に含む、暖房料は11月～4月利用時のみ加算

＞　町外者は1.5倍、営利目的の町内者は2倍、営利目的の町外者は3倍

暖房料 100円

高齢者サロン室

室料 100円 室料 150円

多目的ホール（半面）

室料 300円

暖房料 100円

室料 100円

暖房料 50円

多目的ホール（全面）

室料

暖房料

600円

200円

厨房

和室

暖房料 50円



本別生活館／上本別生活館 平成30年4月1日～

使用料

＞　各1時間あたり額

＞　電気料は室料に含む、暖房料は11月～4月利用時のみ加算

＞　町外者は1.5倍、営利目的の町内者は2倍、営利目的の町外者は3倍

室料 100円 室料 100円

暖房料 50円 暖房料 50円

暖房料 100円 暖房料 50円

調理室 研修室

本別生活館

上本別生活館

集会室 相談室

室料 150円 室料 100円

集会室

室料

暖房料

150円

100円

調理室

暖房料 50円

託児室

室料 100円

暖房料 50円

暖房料 50円

和室

室料 100円 室料 100円



勇足生きがい館 平成30年4月1日～

使用料

＞　各1時間あたり額

＞　電気料は室料に含む、暖房料は11月～4月利用時のみ加算

＞　町外者は1.5倍、営利目的の町内者は2倍、営利目的の町外者は3倍

レクリエーション室（全面）

室料

暖房料

150円

100円

レクリエーション室（半面）

室料 75円

暖房料 50円



栄町児童館 平成30年4月1日～

使用料

＞　各1時間あたり額

＞　電気料は室料に含む、暖房料は11月～4月利用時のみ加算

＞　町外者は1.5倍、営利目的の町内者は2倍、営利目的の町外者は3倍

集会室

室料 100円

暖房料 50円

図書室

室料 100円

暖房料 50円

遊戯室

室料

暖房料

400円

150円



東児童館 平成30年4月1日～

使用料

＞　各1時間あたり額

＞　電気料は室料に含む、暖房料は11月～4月利用時のみ加算

＞　町外者は1.5倍、営利目的の町内者は2倍、営利目的の町外者は3倍

遊戯室

室料

暖房料

200円

100円

図書室

室料 100円

暖房料 50円



北地区交流センター 平成30年4月1日～

使用料

＞　各1時間あたり額

＞　電気料は室料に含む、暖房料は11月～4月利用時のみ加算

＞　町外者は1.5倍、営利目的の町内者は2倍、営利目的の町外者は3倍

レクリエーション室（半面）

室料 100円

暖房料 50円

レクリエーション室（全面）

室料 200円

暖房料 100円

高齢者サロン室

室料

暖房料

100円

50円



世代交流館 平成30年4月1日～

使用料

＞　各1時間あたり額

＞　電気料は室料に含む、暖房料は11月～4月利用時のみ加算

＞　町外者は1.5倍、営利目的の町内者は2倍、営利目的の町外者は3倍

高齢者サロン室

室料 150円

暖房料 100円



老人福祉センター 平成30年4月1日～

使用料

＞　各1時間あたり額

＞　電気料は室料に含む、暖房料は11月～4月利用時のみ加算

＞　町外者は1.5倍、営利目的の町内者は2倍、営利目的の町外者は3倍

集会所

室料 400円

暖房料 150円

陶芸作業室

室料 150円

暖房料 100円
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